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日野本町地区公共施設再編事業

日野市では、公共施設における老朽化の進行、今後の利用需要の変化、迫りくる維

持管理の限界という大きな課題への方策のひとつとして、新たに公共施設の再編事業

に取り組み、100年後も、もっと魅力あるまちであり続けられるよう、公共施設を未

来の市民への負担として残すのではなく、地域の魅力につながる新しい施設に生まれ

変わらせることを目指していきます。

1

１ 公共施設再編事業の趣旨

広報ひの（令和6年7月号）



日野本町地区公共施設再編事業

令和４年度 日野市公共施設等総合管理計画（改訂）

➣「縮充」の発想による公共施設マネジメントの重要性を位置付け

日野市公共施設再編モデル基礎検討資料（作成）

➣日野本町地区を公共施設再編のパイロットプロジェクトと位置付け

令和５年度 日野本町周辺地区公共施設複合化・多機能化検討業務報告書（作成）

➣5つの集約化パターンをイメージ化

令和６年度 日野本町地区公共施設再編基本構想（策定）

➣「縮充」を実現するための再編対象施設におけるサービス提供のあり方等を

明確化

令和７年度 日野本町地区公共施設再編基本計画（現在、検討中）

➣基本構想に基づき、施設計画、管理運営計画、民間活力活用方針等の具体の

考え方を明確化
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２ 主な検討状況
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３ 日野本町地区公共施設再編基本構想（令和7年3月策定）

整備・活用の方向性 運用の方向性

集約拠点Ⅰ

ひの児童館

中央公民館

中央福祉センター

日野図書館

日野宿交流館

複合施設として改築

集約拠点全体で効率的な

機能分担を検討

集約拠点Ⅱ

日野第一小学校 単独での改築

生活・保健センター

旧・休日準夜診療所
建物を維持管理（改築なし）

再編検討対象施設

事業の全体像

再編検討対象施設は、日野本町

地区内に立地する建築系公共施

設8施設とします。

甲州街道より北側を集約拠点Ⅰ、

南側を集約拠点Ⅱとし、敷地A

～Eを左図のとおりとします。

本事業は、集約拠点Ⅰ・Ⅱを一

体的に捉え、総合的なマネジメ

ントを行っていきます。
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複合施設における機能配置（イメージ）
各施設が「専門サービス」のサービス水準を向上させると

ともに、複合施設に「共用サービス」を提供する「複合施

設共用空間」を設け、滞在や活動の場を充実させます。
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本事業のコンセプト

みんなの思い思いの活動がつながりを生み未来をはぐくむ “場”

⚫ 目的にあわせて自由に過ごせる空間の提供により、みんなにとって
居心地の良い”場”を目指します。

⚫ これまで行われてきた活動の継続はもちろんのこと、再編事業を通
じて複数の機能が集まり、混ざりあうことで、既存施設の枠に捉わ
れない新たな使い方や、これまで交わることのなかった多様な方々
の新たな交流が生まれるなど、相乗効果が発揮される”場”を目指し
ます。

⚫ 障害の有無、年齢、性別、国籍等に関わらず、だれもが同じものを
同じように使える、時代の変化等によってニーズが変化しても、柔
軟に適応できるなど、未来をはぐくむ新たな”場”を目指します。
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期待される効果（イメージ）

カフェ等の飲食機能の導入

滞在時の利便性が向上して
います

施設の垣根を超えた
事業の展開

読み聞かせや児童向
けのイベント等の
サービスが拡充して
います

共用スペースの使い方の多様化②

ブラウジングや自習等、自由な使い方による多様
な活動や交流の活性化につながっています

共用スペースの使い方の
多様化①

サークル活動の成果展示
等が行われ、施設の区分
けによらない多様な交流
機会が生まれています
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今後の予定

基本計画策定

令和７年度(2025年度)

基本構想策定

令和６年度(2024年度)

施設設計等

令和８年度(2026年度)以降

工事着工

令和10年度(2028年度)以降

令和7年度は、基本計画を策定していきます。その後、令和8年度以降

の施設設計等、令和10年度以降の工事着工を目指し、本事業を着実に

推進していきます。
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４ 日野本町地区公共施設再編基本計画（現在、検討中）

基本計画の構成（案）

基本構想に基づき、事業の実現に向けた具体的な計画を示すもの。

●基本方針

●複合施設の施設計画（集約拠点Ⅰ）

➣導入機能、必要諸室等の整理

●管理運営の考え方

➣運用ルール（開館日、開館時間、利用料金、減免規定、予約システム等）、管理運

営体制等の整理

●事業手法

➣民間活力導入方針等の整理

●概算事業費

●事業スケジュール
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計画における前提条件（一部）

●敷地Aには、広域公民館（現：中央公民館）、売店（現：日野宿交流館売店）

は建築できない。

➣改築する場合は、敷地Ｂ、Ｃ、Ｄの近隣商業地域となる。

●敷地Ａに400㎡を超える自動車駐車場を整備する場合は、道路幅員を6ｍ以上

とする必要がある。

➣自動車駐車場を敷地A以外に整備することも有効である。
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再編パターン（案）

有力案と想定

※共用貸室には、調理実習室、音楽室等を含む

※交流館を敷地Bに配置することも検討中

※遊歩道を敷地Cに配置することも検討中

※第5回検討委員会（令和7年5月15日開催）資料より抜粋
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平面プラン（案）：敷地A

例１ 例２ 例３

※平面計画については管理運営計画等と

あわせて多角的に検討中
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平面プラン（案）：敷地B

※敷地Bの建物を３階建てにすることも検討中

※平面計画については管理運営計画等と

あわせて多角的に検討中
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（）参考事例（イメージ）

階段が滞留・ステージの機能を兼用（さいたま市） 多世代が利用するオープンスペース（国立市）

ガラス張り・稼働間仕切り壁の貸室（下関市） オープンスペースに面したキッチンスタジオ（下関市）
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基本構想・基本計画の策定体制
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令和6年度（基本構想策定）の取組み

検討委員会の開催（計4回）

庁内検討会議の開催（計4回） 庁内WG会議の開催（計5回）

市民座談会の開催（計2回）
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かわら版の発行（計6回）

パブリックコメントに伴う

市民説明会の開催（計2回）

パブリックコメントに伴うオープンハウス（パネル展）の開催（10日間）
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令和6年度策定の基本構想を踏まえ、令和7年度は基本計画策定に向けた検討を始

めています。本年度においても、より多くの市民の皆様の共感を得られるよう、事業

を進めてまいります。ご理解ご協力をお願いいたします。

問合せ先 日野市企画部公共施設総合管理担当

                  電 話 042-514-8083

                  E-mail kikaku@city.hino.lg.jp
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